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す
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行
政
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

行
政
機
関
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
二
第
二
項
の
表
宮
城
県
仙
台
中
央
県
税
事
務
所
の
項
中
「
、
蒲
生
二
丁
目
」
を
「
か
ら
蒲
生
五
丁
目
ま
で
」

に
、「
四
百
一
番
、
四
百
二
番
、
四
百
七
番
か
ら
四
百
十
一
番
ま
で
、
四
百
二
十
七
番
、
六
百
十
八
番
か
ら
六
百
二
十

番
ま
で
、
六
百
二
十
三
番
及
び
六
百
六
十
一
番
か
ら
六
百
六
十
四
番
ま
で
」
を
「
九
番
三
号
、
九
番
十
七
号
か
ら
九
番

十
九
号
ま
で
、
九
番
二
十
三
号
か
ら
九
番
二
十
七
号
ま
で
、
九
番
二
十
九
号
、
九
番
三
十
号
、
十
番
か
ら
十
二
番
ま
で
、

十
三
番
二
号
、
十
三
番
十
八
号
、
十
五
番
五
十
一
号
及
び
十
八
番
か
ら
二
十
一
番
ま
で
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
第
一
項
の
表
宮
城
県
大
崎
保
健
所
の
項
中
「
大
崎
市
、」
を
「
栗
原
市
、
大
崎
市
、」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県

栗
原
保
健
所
の
項
及
び
宮
城
県
登
米
保
健
所
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
石
巻
保
健
所
の
項
中
「
石
巻
市
、」
を
「
石

巻
市
、
登
米
市
、」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「（
宮
城
県
栗
原
保
健
所
及
び
宮
城
県
登
米
保
健
所
を
除
く
。）」
を
削
り
、

同
条
第
三
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
二
第
二
項
の
表
の
改
正
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
宮
城
県
栗
原
保
健
所
長
又
は
宮
城
県
登
米
保
健
所
長
が
行
っ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
で
こ

の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
宮
城
県
大
崎
保
健
所
長
又
は
宮
城
県
石
巻
保
健
所
長

が
行
っ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
宮
城
県
栗
原
保
健
所
長
又
は
宮
城
県
登
米
保
健

所
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

宮
城
県
大
崎
保
健
所
長
又
は
宮
城
県
石
巻
保
健
所
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

�

　

手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
六
号

　
　
　

手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
二
百
九
十
一
の
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
１
イ
中
「
四
万
二
千
七
百
円
」

を
「
四
万
七
百
円
」
に
改
め
、「（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
添
付
図
書
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、「
）
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
住
宅
性
能
評
価
書
（
長
期
優
良
住
宅
普
及
促
進
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
、
か

つ
、
構
造
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
八
十

一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
の
限
界
耐
力
計
算
以
外
の
方
法
に
よ
り
評
価
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
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お
い
て
「
住
宅
性
能
評
価
書
」
と
い
う
。）」
を
「
。
以
下
「
住
宅
品
質
確
保
法
」
と
い
う
。）
第
六
条
の
二
第
三
項
に

規
定
す
る
確
認
書
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
確
認
書
」
と
い
う
。）
若
し
く
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
そ
の
住
宅
の
構
造
及
び
設
備
が
長
期
使
用
構
造
等
（
長
期
優
良
住
宅
普
及
促
進
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
長
期

使
用
構
造
等
を
い
う
。）
で
あ
る
旨
が
記
載
さ
れ
た
住
宅
品
質
確
保
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
性
能
評
価
書

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
住
宅
性
能
評
価
書
」
と
い
う
。）
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、「
住
宅
性
能
評
価

書
を
」
を
「
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
を
」
に
、「
一
万
四
千
五
百
円
、
添
付
図
書
と

し
て
長
期
優
良
住
宅
普
及
促
進
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
が
長
期
優
良
住
宅
普
及
促

進
法
第
六
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
知
事
が
指
定
す
る
者
が
証
す
る

書
類
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
と
い
う
。）
を
提
出
す
る
場
合
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
」
と
い
う
。）
に
あ
っ
て
は
五
千
七
百
円
」
を
「
、
一
万

八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
⑴
中
「
十
万
円
（
住
宅
性
能
評
価
書
」
を
「
九
万
五
千
九
百
円
（
確
認
書
若
し
く
は
住

宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、「
五
万
三
千
八
百
円
、
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
一
万
千
四
百
円
」
を
「
、
一
万
九
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
⑵
中
「
十
六
万
千
円
（
住
宅
性
能
評
価
書
」

を
「
十
五
万
三
千
円
（
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、「
八
万
六
千
四
百
円
、
認
定

基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
万
二
百
円
」
を
「
、
三
万
二
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ

⑶
中
「
三
十
一
万
八
千
円
（
住
宅
性
能
評
価
書
」
を
「
三
十
万
三
千
円
（
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ

れ
ら
の
写
し
」
に
、「
十
六
万
二
千
円
、
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
万
九
千
百
円
」

を
「
、
五
万
四
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
⑷
中
「
五
十
七
万
円
（
住
宅
性
能
評
価
書
」
を
「
五
十
四
万
三
千
円

（
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、「
二
十
七
万
八
千
円
、
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類

を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
五
万
四
千
四
百
円
」
を
「
、
八
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
⑸
中
「
九
十
八
万
千

円
（
住
宅
性
能
評
価
書
」
を
「
九
十
三
万
四
千
円
（
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、

「
四
十
二
万
九
千
円
、
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
九
万
三
千
七
百
円
」
を
「
、
十
三
万

四
千
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
⑹
中
「
百
八
十
一
万
円
（
住
宅
性
能
評
価
書
」
を
「
百
七
十
二
万
円
（
確
認
書
若
し
く

は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、「
七
十
八
万
千
円
、
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
十
五
万
四
千
円
」
を
「
、
二
十
二
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
⑺
中
「
二
百
五
十
九
万
円
（
住
宅
性
能

評
価
書
」
を
「
二
百
四
十
七
万
円
（
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、「
百
六
万
円
、

認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
十
九
万
円
」
を
「
、
二
十
八
万
九
千
円
」
に
改
め
、
同
項
１

ロ
⑻
中
「
三
百
十
七
万
円
（
住
宅
性
能
評
価
書
」
を
「
三
百
二
万
円
（
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ

ら
の
写
し
」
に
、「
百
二
十
八
万
円
、
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
十
万
二
千
円
」
を

「
、
三
十
二
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
イ
中
「
六
万
四
千
百
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
六
万
千
円
（
確

認
書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
八
千
五
百
円
」
を
「
一
万
六
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑴
中
「
十
五
万
千
円
（
認

定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
十
四
万
三
千
円
（
確
認
書
又
は
そ
の
写
し｣

に
、「
一
万
七
千
百
円
」
を
「
二
万
九
千

八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑵
中
「
二
十
四
万
千
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類｣

を｢

二
十
三
万
円
（
確
認
書
又

は
そ
の
写
し｣

に
、｢

三
万
四
百
円
」
を
「
四
万
九
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑶
中
「
四
十
七
万
七
千
円
（
認

定
基
準
適
合
証
明
書
類｣

を｢

四
十
五
万
五
千
円
（
確
認
書
又
は
そ
の
写
し｣

に
、｢

四
万
三
千
七
百
円
」
を
「
八
万

二
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑷
中
「
八
十
五
万
五
千
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類｣

を｢

八
十
一
万
五
千
円

（
確
認
書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
八
万
千
七
百
円
」
を
「
十
三
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑸
中
「
百
四
十
七

万
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
百
四
十
万
円
（
確
認
書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
十
四
万
円
」
を
「
二
十
万

千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑹
中
「
二
百
七
十
二
万
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
二
百
五
十
九
万
円
（
確
認

書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
二
十
三
万
千
円
」
を
「
三
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑺
中
「
三
百
八
十
九
万

円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
三
百
七
十
万
円
（
確
認
書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
二
十
八
万
五
千
円
」
を
「
四

十
三
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑻
中
「
四
百
七
十
六
万
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
四
百
五
十
三
万

円
（
確
認
書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
三
十
万
四
千
円
」
を
「
四
十
九
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
表
二
百
九
十
二
の
項

１
中
「
第
五
条
第
四
項
第
四
号
」
を
「
第
五
条
第
六
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
１
イ
⑴
中
「
五
千
七
百
円
」
を
「
一

万
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
１
イ
⑵
イ
中
「
一
万
千
四
百
円
」
を
「
一
万
九
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
項
１
イ
⑵
ロ
中

「
二
万
二
百
円
」
を
「
三
万
二
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
１
イ
⑵
ハ
中
「
二
万
九
千
百
円
」
を
「
五
万
四
千
九
百
円
」

に
改
め
、
同
項
１
イ
⑵
ニ
中
「
五
万
四
千
四
百
円
」
を
「
八
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
１
イ
⑵
ホ
中
「
九
万
三
千
七

百
円
」
を
「
十
三
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
項
１
イ
⑵
ヘ
中
「
十
五
万
四
千
円
」
を
「
二
十
二
万
八
千
円
」
に
改
め
、

同
項
１
イ
⑵
ト
中
「
十
九
万
円
」
を
「
二
十
八
万
九
千
円
」
に
改
め
、
同
項
１
イ
⑵
チ
中
「
二
十
万
二
千
円
」
を
「
三

十
二
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
⑴
中
「
八
千
五
百
円
」
を
「
一
万
六
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
⑵
イ
中

「
一
万
七
千
百
円
」
を
「
二
万
九
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
⑵
ロ
中
「
三
万
四
百
円
」
を
「
四
万
九
千
三
百
円
」

に
改
め
、
同
項
１
ロ
⑵
ハ
中
「
四
万
三
千
七
百
円
」
を
「
八
万
二
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
⑵
ニ
中
「
八
万
千

七
百
円
」
を
「
十
三
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
⑵
ホ
中
「
十
四
万
円
」
を
「
二
十
万
千
円
」
に
改
め
、
同
項
１

ロ
⑵
ヘ
中
「
二
十
三
万
千
円
」
を
「
三
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
⑵
ト
中
「
二
十
八
万
五
千
円
」
を
「
四

十
三
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
⑵
チ
中
「
三
十
万
四
千
円
」
を
「
四
十
九
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
イ
⑴

中
「
四
万
二
千
七
百
円
」
を
「
四
万
七
百
円
」
に
改
め
、「（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
添
付
図
書
」
と
い
う
。）」
を
削

り
、「
住
宅
性
能
評
価
書
」
を
「
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、「
一
万
四
千
五
百
円
、

添
付
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
と
し
て
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
」
と
い
う
。）
に
あ
っ
て
は
五
千
七
百
円
」
を
「
、
一
万
八
百
円
」
に

改
め
、
同
項
２
イ
⑵
イ
中
「
十
万
円
（
住
宅
性
能
評
価
書
」
を
「
九
万
五
千
九
百
円
（
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評

価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、「
五
万
三
千
八
百
円
、
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一

万
千
四
百
円
」
を
「
、
一
万
九
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
項
２
イ
⑵
ロ
中
「
十
六
万
千
円
（
住
宅
性
能
評
価
書
」
を
「
十
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五
万
三
千
円
（
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、「
八
万
六
千
四
百
円
、
認
定
基
準
適

合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
万
二
百
円
」
を
「
、
三
万
二
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
２
イ
⑵
ハ
中

「
三
十
一
万
八
千
円
（
住
宅
性
能
評
価
書
」
を
「
三
十
万
三
千
円
（
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら

の
写
し
」
に
、「
十
六
万
二
千
円
、
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
万
九
千
百
円
」
を

「
、
五
万
四
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
項
２
イ
⑵
ニ
中
「
五
十
七
万
円
（
住
宅
性
能
評
価
書
」
を
「
五
十
四
万
三
千
円

（
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、「
二
十
七
万
八
千
円
、
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類

を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
五
万
四
千
四
百
円
」
を
「
、
八
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
イ
⑵
ホ
中
「
九
十
八
万

千
円
（
住
宅
性
能
評
価
書
」
を
「
九
十
三
万
四
千
円
（
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、

「
四
十
二
万
九
千
円
、
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
九
万
三
千
七
百
円
」
を
「
、
十
三
万

四
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
イ
⑵
ヘ
中
「
百
八
十
一
万
円
（
住
宅
性
能
評
価
書
」
を
「
百
七
十
二
万
円
（
確
認
書
若
し

く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、「
七
十
八
万
千
円
、
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
十
五
万
四
千
円
」
を
「
、
二
十
二
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
イ
⑵
ト
中
「
二
百
五
十
九
万
円
（
住
宅

性
能
評
価
書
」
を
「
二
百
四
十
七
万
円
（
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
」
に
、「
百
六
万
円
、

認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
十
九
万
円
」
を
「
、
二
十
八
万
九
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２

イ
⑵
チ
中
「
三
百
十
七
万
円
（
住
宅
性
能
評
価
書
」
を
「
三
百
二
万
円
（
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ

れ
ら
の
写
し
」
に
、「
百
二
十
八
万
円
、
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
二
十
万
二
千
円
」

を
「
、
三
十
二
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑴
中
「
六
万
四
千
百
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
六
万
千

円
（
確
認
書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
八
千
五
百
円
」
を
「
一
万
六
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑵
イ
中
「
十
五

万
千
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
十
四
万
三
千
円
（
確
認
書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
一
万
七
千
百
円
」
を
「
二

万
九
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑵
ロ
中
「
二
十
四
万
千
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
二
十
三
万
円
（
確

認
書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
三
万
四
百
円
」
を
「
四
万
九
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑵
ハ
中
「
四
十
七
万
七

千
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
四
十
五
万
五
千
円
（
確
認
書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
四
万
三
千
七
百
円
」

を
「
八
万
二
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑵
ニ
中
「
八
十
五
万
五
千
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
八
十

一
万
五
千
円
（
確
認
書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
八
万
千
七
百
円
」
を
「
十
三
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑵
ホ

中
「
百
四
十
七
万
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
百
四
十
万
円
（
確
認
書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
十
四
万
円
」

を
「
二
十
万
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑵
ヘ
中
「
二
百
七
十
二
万
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
二
百
五
十

九
万
円
（
確
認
書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
二
十
三
万
千
円
」
を
「
三
十
四
万
二
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑵
ト
中
「
三

百
八
十
九
万
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を
「
三
百
七
十
万
円
（
確
認
書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
二
十
八
万
五

千
円
」
を
「
四
十
三
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
⑵
チ
中
「
四
百
七
十
六
万
円
（
認
定
基
準
適
合
証
明
書
類
」
を

「
四
百
五
十
三
万
円
（
確
認
書
又
は
そ
の
写
し
」
に
、「
三
十
万
四
千
円
」
を
「
四
十
九
万
三
千
円
」
に
改
め
、
同
表

二
百
九
十
三
の
項
中
「
三
千
八
百
円
」
を
「
三
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
表
二
百
九
十
四
の
項
中
「
二
千
八
百
円
」
を

「
二
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二�

百
九
十
四
の
二　

長
期
優
良
住
宅
普
及
促
進
法
第

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
容
積
率
に
関
す

る
特
例
の
許
可
を
申
請
す
る
者

申
請
す
る
と
き

十
六
万
円

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
七
号

　
　
　

�

公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
三
十
の
項
中
「
銃
砲
又
は
」
を
「
銃
砲
等
又
は
」
に
改
め
、
同
項
１
中
「
基
づ
く
」
の
下
に
「
猟

銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
」
を
加
え
、
同
項
中

「

２�　

そ
の
他
の
者
の
場
合　

一
万
五
百
円
（
同
項
の
規

定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
を
す
る
者
が
同
時
に
他
の

同
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
を
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
申

請
に
あ
っ
て
は
、
六
千
七
百
円
）

」
を

「

２�　

同
号
の
規
定
に
よ
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可

を
現
に
受
け
て
い
る
者
が
同
号
の
規
定
に
基
づ
く
ク

ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
す
る
場
合　

六

千
八
百
円
（
当
該
申
請
を
す
る
者
が
同
時
に
他
の
同

号
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の

申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
同
号
の
規
定

に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
申
請
に

あ
っ
て
は
、
四
千
三
百
円
）

に
改
め
、
同
表
三
十
一
の
項
１
中
「
第
五
条
の
二
第

３�　

そ
の
他
の
者
の
場
合　

一
万
五
百
円
（
同
項
の
規

定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
を
す
る
者
が
同
時
に
他
の

同
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
申
請
を
す
る
場
合
に

お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
申

請
に
あ
っ
て
は
、
六
千
七
百
円
）

」

三
項
第
二
号
」
の
下
に
「
又
は
第
三
号
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三�

十
一
の
二　

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五

条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス

ボ
ウ
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

受
講
を
申
請
す

る
と
き

１�　

現
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

る
許
可
を
受
け
て
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
所

持
し
て
い
る
者
に
対
す
る
講
習
会　

三
千
円

２�　

そ
の
他
の
者
に
対
す
る
講
習
会　

六
千
九
百
円
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第
二
条
第
一
項
の
表
三
十
三
の
項
中
「
銃
砲
又
は
」
を
「
銃
砲
等
又
は
」
に
改
め
、
同
表
三
十
六
の
項
中
「
又
は
空

気
銃
」
を
「
若
し
く
は
空
気
銃
又
は
ク
ロ
ス
ボ
ウ
」
に
、

「

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

め
る
額
（
当
該
許
可
の
更
新
の
申
請
を
す
る
者
が
同
時

に
他
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
七
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
更
新
の
申
請
を
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
更

新
の
申
請
及
び
当
該
許
可
の
更
新
の
申
請
を
す
る
者
が

同
時
に
同
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く

許
可
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
同
法
第
七
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
更
新
の
申
請
に

あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
か
ら
二
千
四
百

円
を
減
じ
た
額
）

１�　

新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
う
場
合　

七
千
二
百

円
２�　

新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
わ
な
い
場
合　

六
千

八
百
円

」
を

「

１�　

猟
銃
又
は
空
気
銃　

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（
当
該
猟
銃
又
は

空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
す
る
者
が

同
時
に
他
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
七
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所

持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の

所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
及
び
当
該
猟
銃
又
は
空

気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
す
る
者
が
同

時
に
同
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く

猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
か

ら
二
千
四
百
円
を
減
じ
た
額
）

　

イ�　

新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
う
同
項
の
規
定
に

基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
を
す
る
場
合　

七
千
二
百
円

　

ロ�　

新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
わ
な
い
同
項
の
規

定
に
基
づ
く
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
所
持
の
許
可
の

更
新
の
申
請
を
す
る
場
合　

六
千
八
百
円

２�　

ク
ロ
ス
ボ
ウ　

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（
当
該
ク
ロ
ス
ボ
ウ

の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
を
す
る
者
が
同
時
に

他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の

許
可
の
更
新
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他

の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許

可
の
更
新
の
申
請
及
び
当
該
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の

許
可
の
更
新
の
申
請
を
す
る
者
が
同
時
に
同
法
第
四

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の

所
持
の
許
可
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
同

法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ

ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
か
ら
二
千
四
百
円
を
減
じ
た

額
）

　

イ�　

新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
う
同
項
の
規
定
に

基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新
の
申

請
を
す
る
場
合　

七
千
二
百
円

に
改
め
、
同
表
三
十
八
の
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

　

ロ�　

新
た
な
許
可
証
の
交
付
を
伴
わ
な
い
同
項
の
規

定
に
基
づ
く
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許
可
の
更
新

の
申
請
を
す
る
場
合　

六
千
八
百
円

」

に
加
え
る
。

三�

十
八
の
六　

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
九

条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
射
撃
練
習

を
行
う
資
格
の
認
定
を
申
請
す
る
者

申
請
す
る
と
き

九
千
三
百
円
（
当
該
認
定
の
申
請
を
す

る
者
が
同
時
に
他
の
銃
砲
刀
剣
類
所
持

等
取
締
法
第
九
条
の
十
六
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の

認
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
他
の
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
射
撃
練

習
を
行
う
資
格
の
認
定
の
申
請
に
あ
っ

て
は
、
五
千
六
百
円
）

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

宮
城
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
八
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
六
項
」
を
「
第
九
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
七
十
九
号

　
　
　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
三
十
四
の
四
の
項
中
「
名
取
市
」
の
下
に
「　

岩
沼
市
」
を
、「
大
崎
市
」
の
下
に
「　

富
谷
市
」
を

加
え
、
同
表
三
十
四
の
五
の
項
中
「
角
田
市
」
の
下
に
「　

岩
沼
市　

富
谷
市
」
を
加
え
、
同
表
四
十
の
項
中
「
白
石

市
」
の
下
に
「　

名
取
市　

角
田
市
」
を
加
え
る
。
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第
三
条
中
「（
同
表
十
九
の
項
及
び
三
十
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
改
正
後
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る

そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
、
条
例
若
し
く
は
規
則
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
行
っ
た
処
分
そ

の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に

法
令
等
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
市
町
村
の
長
が
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
令

等
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
の
長
の
行
っ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
市
町
村
の
長
に
対
し

て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

�

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
号

　
　
　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
第
三
十
五
号
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
一
号

　
　
　

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
三
条
の
表
審
査
分
会
長
の
項
中
「
一
〇
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
審
査
分
会
立
会

人
の
項
中
「
八
、
八
〇
〇
円
」
を
「
八
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
等
）

１�　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」

と
い
う
。）
の
規
定
は
、
令
和
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
報
酬
の
内
払
）

２�　

新
条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
規
定
に
基

づ
い
て
、
令
和
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
支
払
わ
れ
た
報
酬
は
、
新
条
例

の
規
定
に
よ
る
報
酬
の
内
払
と
み
な
す
。

�

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
二
号

　
　
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
基
金
条
例
（
令
和
二
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
三
号

　
　
　

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
第
二
項
中
「
検
査
」
の
下
に
「（
次
条
に
お
い
て
「
食
鳥
検
査
」
と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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（
指
定
検
査
機
関
が
行
う
食
鳥
検
査
に
係
る
手
数
料
）

第�
十
二
条　

指
定
検
査
機
関
（
知
事
が
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
食
鳥
検
査
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ

る
た
め
指
定
し
た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
が
行
う
食
鳥
検
査
を
受
け
た
者
は
、
前
条
第
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
羽
に
つ
き
三
円
の
手
数
料
を
当
該
指
定
検
査
機
関
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
検
査
機
関
に
納
め
ら
れ
た
手
数
料
は
、
当
該
指
定
検
査
機
関
の
収
入
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

特
定
地
域
看
護
師
確
保
対
策
修
学
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
四
号

　
　
　

特
定
地
域
看
護
師
確
保
対
策
修
学
資
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

特
定
地
域
看
護
師
確
保
対
策
修
学
資
金
貸
付
条
例
（
令
和
元
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
償
還
の
猶
予
及
び
免
除
の
特
例
）

４�　

令
和
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
の
決
定
を
受
け
た
者
に
係
る
第
十
条
、
第
十
一

条
第
一
項
及
び
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
特
定
医
療
施
設
」
と
あ
る
の

は
、「
特
定
医
療
施
設
（
医
療
法
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
の
う
ち
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
お

い
て
特
定
医
療
施
設
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
も
の
を
含
む
。）」
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
十
二
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
八
十
五
号

　
　
　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
の
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
か
ら
」
の
下
に
「
、
家
畜
が
法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
特
定
家
畜

伝
染
病
防
疫
指
針
に
基
づ
き
知
事
が
認
定
す
る
獣
医
師
又
は
知
事
が
認
定
す
る
団
体
に
属
す
る
獣
医
師
（
次
条
に
お
い

て
こ
れ
ら
を
「
知
事
認
定
獣
医
師
」
と
い
う
。）
の
注
射
を
受
け
る
と
き
は
当
該
家
畜
の
所
有
者
か
ら
」
を
加
え
る
。

　

第
十
二
条
中
「
又
は
」
を
「
、」
に
改
め
、「
証
明
書
の
件
数
」
の
下
に
「
又
は
知
事
認
定
獣
医
師
の
注
射
に
用
い
る

製
剤
の
管
理
（
以
下
単
に
「
管
理
」
と
い
う
。）
の
件
数
」
を
加
え
る
。

　

第
十
四
条
中
「
検
査
等
又
は
」
を
「
検
査
等
、」
に
改
め
、「
交
付
」
の
下
に
「
又
は
管
理
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

　

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体

　

附
則
第
二
項
並
び
に
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

　

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

七　

管
理

豚
熱

一
件
に
つ
き

�

七
〇
円

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附

則
第
二
項
並
び
に
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第

十
四
条
第
三
号
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


